
【配偶者区分の設定方法】 

 

  以下の手順で配偶者区分の確認と変更が行えます。 

  【ご注意】：以下の作業を行う際は必ずバックアップを行ってください。 

    

【手順】 

① 令和7年の領域にて、「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」を起動します。 

 

② 対象の社員を選択後、[所得税・年末調整] -[家族]タブをクリックします。 

 

③ [配偶者区分]を確認していただき、配偶者が同一生計配偶者に該当する場合 

は、[一般配偶者]、70歳以上の同一生計配偶者に該当する場合は[老人配偶者]、 

いずれにも該当しない場合は[対象外]を選択して登録します。 

作業は以上となります。 

 

※同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48

万円以下の人をいいます。 

 

 


